
 四日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規

則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年１２月９日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第６７号 

   四日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定め

る規則の一部を改正する規則 

四日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規

則（令和２年四日市市規則第４９号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

四日市市国民健康保険条例の一部を改正

する条例（令和２年四日市市条例第３１

号）附則の規則で定める日は、令和３年

３月３１日とする。 

四日市市国民健康保険条例の一部を改正

する条例（令和２年四日市市条例第３１

号）附則の規則で定める日は、令和２年

１２月３１日とする。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

（健康福祉部保険年金課） 


